
補 助 金 交 付 事 前 申 請 書 

令和 ３年  月  日 

 

（宛先）松山市長 

 

 

申請者 郵便番号      － 

 住  所  

 
氏
フ リ

  名
ガナ

   
 

 電話番号      ―       ― 

 

 

 令和３年度において，下記のとおり「松山市わが家のリフォーム応援補助金」を受けたく，関係書類を

添えて事前申請します。 

記 

※ 工事予定の見積書（コピー）を添付して提出してください。 
※ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは，その端数を切り捨てます。 
※ 申請タイプ及び加算については，該当箇所をチェックしてください。 
 

 

工事予定住宅の住所 松山市 

施工業者 

業者名  

電話番号 －       － 

申請タイプ 
□長寿命・省エネタイプ    □バリアフリータイプ 

□安全・安心タイプ（木耐震） □子育て応援タイプ 

工事費 

（税抜） 

基本工事費 円  

円 住環境向上工事費 円 

移住者利用加算 □ 該当   □ 非該当 円 

居住誘導区域加算 □ 該当   □ 非該当 円 

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ加算 □ 該当   □ 非該当 円 

三世代・多子世帯 □ 該当   □ 非該当 円 

合計 円 円 

補助金交付申請額   円     

※太枠内は記入しないでください。 

上記受付番号が抽選番号となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前申請の際の注意点 

 募集枠 事前申請期間 抽選日（※１） 本申請期間 受付場所 受付時間 

 

 

第 1 期 

 

 

一億円

分 

令和 3 年 

5 月 6 日（木） 

～ 

令和 3 年 

5 月 24 日（月） 

 

令和 3 年 

5 月 28 日（金） 

令和 3 年 

6 月 1 日（火） 

～ 

令和 3 年 

7 月 27 日（火） 

 

 

 

 

窓口のみ 

（郵送での 

受け付けは 

できません） 

 

松山市役所 

本館 7 階 

住宅課 

 

 

 

 

平日 

8:30 

～ 

17:00 

 

※土日・ 

祝日を除く 

 

 

第 2 期 

 

 

五千万

円分 

令和 3 年 

7 月 28 日（水） 

～ 

令和 3 年 

8 月 16 日（月） 

 

令和 3 年 

8 月 19 日（木） 

令和 3 年 

8 月 24 日（火） 

～ 

令和 3 年 

10 月 15 日（金） 

 

 

第 3 期 

予算 

残額 

の 

範囲で 

決定 

 

第 2 期が抽選となった場合、その抽

選に当選しなかった者の中から 

優先順位を決定の上、通知 

 

令和 3 年 

10 月 25 日(月) 

～ 

令和 3 年 

11 月 12 日(金) 

（※１） 

・事前申請額が募集枠を上回ったときは，抽選を行います。 

・事前申請額が募集枠に満たないときは，抽選は行わず，事前申請者全員が本申請の対象者となります。 

・抽選の有無については，市ホームページに掲載します。電話での問い合わせも可能です。 

・抽選が行われた場合，結果は市ホームページに掲載します。電話での問い合わせも可能です。また、抽選日後

10 日を目途に，すべての申請者の方に当選番号を書面で通知いたします。 

・抽選が行われない場合，事前申請期間終了後 2 週間を目途に，すべての申請者の方に本申請の案内を書面

にて郵送いたします。 

・交付決定日よりも前に工事を行った場合は対象外となります。 

 この補助を受けるには，申請者，工事予定住宅，工事内容，施工業者にそれぞれ要件がありますので，『申

請の手引き』などで事前申請を提出するまでに十分確認してください。 

 この事前申請は，本人又は本人が署名押印した委任状を持参した場合に限り，代理人が行うことができま

す｡ 

 この事前申請書で申請された工事費は，今後の補助額の算定の基礎となりますので，施工業者と十分話し

合ったうえで申請してください。なお，事前申請書に記入した金額以上の額での本申請（増額変更）はできま

せんので，ご注意ください。 

 補助金交付決定となる前に契約及び着工したもの（事前着工）については，補助対象外となりますので，ご注

意ください。 

 当該補助制度において，不正な行為や虚偽の報告などが発覚した場合，補助金交付後であっても補助金

の返還を求める場合があります。 

 その他、不明な点等ございましたら、「わが家のリフォーム応援事業」担当までお問い合わせください。 

（松山市役所住宅課 ０８９－９４８－６３４９） 


